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令和４年度における九州地区の景品表示法の運用状況等 

 

令和５年６月２２日 

公正取引委員会事務総局 

九 州 事 務 所 

消 費 者 庁 

 

消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な

表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律

第１３４号。以下「景品表示法」という。）の規定に基づいて厳正・迅速に対処するととも

に、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。 

公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任さ

れ、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に

取り組んでいる。 

令和４年度における九州地区（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び

鹿児島県の７県）の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。 

 

第１ 景品表示法違反被疑事件の処理状況 

１ 概況 

景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局九州事務所（以下「九

州事務所」という。）及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行

為をした事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある

行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。 

令和４年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が１件、指導が３件の

計４件であった（令和４年度の処理事件は別紙参照）。 

 

表１ 事件処理件数                            （単位：件） 

事  件 

措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計 

３年度 ４年度 ３年度 ４年度 ３年度 ４年度 ３年度 ４年度 

表示事件 ５ １ ０ ０ ９ ３ １４ ４ 

景品事件 ０ ０ 
（注） （注） 

０ ０ ０ ０ 

合  計 ５ １ ０ ０ ９ ３ １４ ４ 

（注） 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。 

 

 

 

 

 

  問い合わせ先  公正取引委員会事務総局九州事務所取引課 

            電話 ０９２－４３１－６０３１（直通） 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/ 



 ２ 

２ 表示事件 

令和４年度に処理した表示事件は４件で、その内訳をみると、優良誤認（景品表示法

第５条第１号）が１件、有利誤認（景品表示法第５条第２号）が３件であった。 

また、サプリメントの成分の含有量に係る不当表示について、九州事務所及び消費

者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。 

 

表２ 表示事件の内訳                           （単位：件） 

事  件 

措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計 

３年度 ４年度 ３年度 ４年度 ３年度 ４年度 ３年度 ４年度 

優良誤認 

（第５条第１号） 
０ １ ０ ０ ８ ０ ８ １ 

有利誤認 

（第５条第２号） 
５ ０ ０ ０ ３ ３ ８ ３ 

第５条第３号に 

基づく告示 

（第５条第３号） 

０ ０ 

（注２） （注２） 

２ ０ ２ ０ 

合 計 

（延べ数）（注１） 
５ １ ０ ０ １３ ３ １８ ４ 

（注１） 関係法条が二つにわたる事件があるため、本表の合計は表１の合計と一致しない。 

（注２） 第５条第３号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。 

 

３ 景品事件 

令和４年度に処理した景品事件はなかった。 

 

 ４ 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置 

消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理

するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施

を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業

者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、

その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 

令和４年度に、九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁

が行った指導は３件であった。 

 

第２ 景品表示法の普及・啓発活動等 

１ 景品表示法に関する相談 

令和４年度に、九州事務所において受け付けた相談件数は３０６件であった。具体

的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②食品表示に関する相

談、③二重価格表示に関する相談等が挙げられる。 

 

２ 景品表示法に関する講師派遣等 

令和４年度において、事業者団体等が開催する講習会に計３回講師を派遣した。ま



 ３ 

た、長崎市（令和５年２月）において、一般消費者等を対象にセミナーを開催したほ

か、消費者団体等からの依頼に応じ、鹿児島県奄美市（令和４年６月）、宮崎県延岡市

（同年８月）、福岡県大川市（同年９月）、長崎県五島市（同月）及び北九州市（同年

１１月）において開催されたセミナーに計５回講師を派遣した。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンラインによる講師派遣

の実施にも取り組んでいる。 

 

３ 関係行政機関等との連携 

「景品表示法ブロック会議（九州・沖縄ブロック）」（令和４年５月及び１１月）に参

加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図るとともに、

熊本市において開催された「九州地域食品表示監視連絡会議」（同年１１月）に参加し、

不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、九州地区の関係行政機関とも協力し

て景品表示法の適正な執行に努めた。 

また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会

議（九州・沖縄ブロック）」（令和４年１１月）、福岡県の観光土産品公正取引協議会が

主催する認定審査会（同月）及び全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会が主催する

試買検査会（同月）に出席して意見交換を行うなど、業界団体との連携による事業者の

適正な表示の促進に努めた。 
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令和４年度の処理事件 

 

１ 措置命令（優良誤認（景品表示法第５条第１号）） 

 事件名 事  件  概  要 

リプサ株式会社

に対する件 

（Ｒ４.５.２４） 

リプサ株式会社は、「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称する食品（以下

「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、令和３年４月２３

日に、例えば、「サプリメント専門店リプサ」と称する自社ウェブサイトにお

いて、「主成分値２カプセルあたり目安：ラクトフェリン濃縮物３００ｍｇ」

と表示するなど、あたかも、本件商品２カプセル（５００ｍｇ）当たりのラ

クトフェリンの含有量は、３００ｍｇであるかのように示す表示をしてい

た。 

実際には、本件商品には、２カプセル（５００ｍｇ）当たりのラクトフェ

リンの含有量が３００ｍｇを下回るものが含まれていた。 

【表示例】 

 
 

（詳細については令和４年５月２４日報道発表資料「リプサ株式会社に対する景品表示法に基づく

措置命令について」を参照のこと。） 

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12302202/www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/may/220
524kyushu.html 
 

 

 

 

 

 

別紙 
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２ 指導事件（有利誤認（景品表示法第５条第２号））  
事 件 概 要 

Ａ社は、脱毛施術（以下「本件役務」という。）を提供するに当たり、自社ウェブサイトにお

いて、半年で１２回全身脱毛ができる、全身脱毛 月額○○円 初月０円等と表示することによ

り、あたかも、本件役務は６か月で完了するものであって、本件役務の対価の総額は、月額○○

円の６か月分相当額である△△円であり、さらに、本件役務に係る初月の月額料金相当額を無料

とするかのように表示していたが、実際には、本件役務の対価の総額は△△円を上回る額であり、

また、初月の月額料金相当額を無料とするものではなかった。 

Ｂ社は、 お中元商品（以下「本件商品」という。）を販売するに当たり、新聞折り込みチラシ

において、ご成約特典 ○○円相当福袋引換券等と表示し、あたかも、本件商品を購入すれば、

もれなく○○円相当の景品類が提供されるかのように表示していたが、実際には、当該景品類は

本件商品を△△円分以上購入した者に対して提供されるものであった。 

Ｃ社は、ペットボトル飲料（以下「本件商品」という。）を販売するに当たり、店頭ＰＯＰに

おいて、○○円と表示することにより、あたかも、本件商品を○○円で販売するかのように表示

していたが、実際には、○○円より高い価格で販売していた。 

（注） 指導事件については、表示内容等を一部加工して記載。 

 

 



 ６ 

 

景品表示法による規制の概要 
 

＜表示＞ 

優良誤認 

（第５条第１号） 
 商品・役務の品質、規格その他の内容についての不当表示 

   

  

不実証広告規制（第７条第２項） 

優良誤認に該当する表示か否かを判断するために、事業者

に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めることができる。当該資料の提出がないときは、当該

表示は不当表示とみなす。 

   

有利誤認 

（第５条第２号） 
 商品・役務の価格その他の取引条件についての不当表示 

   

誤認されるおそれの

ある表示 

（第５条第３号） 

 

商品・役務の取引に関する事項について誤認されるおそれがあ

る表示であって内閣総理大臣が指定するもの 

１ 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

２ 商品の原産国に関する不当な表示 

３ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

４ 不動産のおとり広告に関する表示 

５ おとり広告に関する表示 

６ 有料老人ホームに関する不当な表示 

７ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難

である表示（令和５年１０月１日施行予定） 
 

＜景品＞ 

一般懸賞 

（昭和５２年 

告示３号） 

 
懸賞に係る 

取引の価額 

景品類限度額 

 最高額 総 額 

  ５，０００円未満 取引の価額の２０倍 懸 賞 に 係 る 売 上 

予定総額の２％   ５，０００円以上 １０万円 

 

共同懸賞 

（昭和５２年 

告示３号） 

 景品類限度額 

 
最高額 総 額 

  取引の価額にかかわらず 

３０万円 

懸 賞 に 係 る 売 上 

予定総額の３％   

 

総付景品 

（昭和５２年 

告示５号） 

 

取引の価額 景品類の最高額 

  １，０００円未満     ２００円 

  １，０００円以上 取引価額の２／１０ 

 

業種別 

景品告示 

（４業種） 

 １ 新聞業 

２ 雑誌業 

３ 不動産業 

４ 医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業   

 

（参考１）
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○不当景品類及び不当表示防止法（抄） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

（景品類の制限及び禁止） 

第四条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総

額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の

提供を禁止することができる。 

 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良である

と示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選

択を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を

誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら

れるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するも

の 

 

（措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反

する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び

行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 

（参考２）
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 一 当該違反行為をした事業者 

 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消 

滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を継承した法人 

 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に

該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対

し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ

とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規

定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るもの

を除く。以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者

に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に

係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額

に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事

業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各

号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた

者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命

ずることができない。 

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良で

あること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若し

くは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であ

ることを示す表示 

２・３ （略） 

 

（事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置） 

第二十六条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は

表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

ことのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び

商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するため

に必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。 

２～５ （略） 
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（指導及び助言） 

第二十七条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、そ

の措置について必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（勧告及び公表） 

第二十八条 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十六条第一項の規定に基

づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類

の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告

に従わないときは、その旨を公表することができる。 

 

（報告の徴収及び立入検査等） 

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条

第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ

の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告

をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。 

２・３ （略） 

 

（権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費

者庁長官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一

部を公正取引委員会に委任することができる。 

３ （略） 

４ 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又金融庁長官は、前二項の規定により

委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費

者庁長官に報告するものとする。 

５～１１ （略） 

 



 １０

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抄） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（公正取引委員会への権限の委任） 

第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第

二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長

官が自らその権限を行使することを妨げない。 

 


